
再 開発の しくみ と問題 点

岩見 良太郎

1.再 開発 とは何 か

再 開発 とい うと、何か建て込 んだ 旧い街並 み

を一一掃 して、 ビルやマ ンシ ョンが ピカ ピカの街

並み に変 える とい うのが、一般 的なイメー ジで

あろう。 しか し、 ここで取 り上 げる再 開発 は、

こう した広 い意 味の再開発で はない。都市再 開

発法(1969年)と い う法律 に もとつ く市街地再

開発 という狭 い意 味の再開発で ある。

では、市街地再開発とは何か。一つの事例(武

蔵小金井駅南口第2地 区市街地再開発)で 説明

しよう。

図1が 市街地再 開発 を実施す る前 と後 の街並

みの変化 を示 した ものであ る。低層住宅 が二棟

の高層マ ンシ ョンに建て替 えられ、広場 が生み

出 されて いるのが わか る。 しか し、 これ では、

広 い意味での再 開発 と市街地再開発 の違 いはわ

か らない。両者 の違 いは、見 えな い ところ、つ

ま り、 しくみ にある。

市街地再 開発(以 下再 開発 と略記 す る)の 本

質 は、 「開 発利益 の 獲得 を 目的 に した、 土地 権

利 者 による共同開発 」 とい う点 にあ る。土 地 ・

建物 を現物 出資 し、 再開発 し、開発 利益 を出資

額 に比例 して、権利者 間で分 け合 うので あ る。

いわ ば株式 会社 と同 じ原理 であ る。 図 を使 って

表現 す る と、図2の ようにな る。 この図 におい

て、 長方形 の大 きさは、金額 を表 してい る。同

図に示 され てい るよ うに、 開発利益 を出資額 に

応 じて、平等 に配分す る手法 が権利変換 で あ り、

これ に よ り権利 者が取得 す る ビル床 は権 利床 と

呼 ばれ る。 ビル建設 の事 業費 は、権利床 を配 分

した後 残 った床(保 留床 とい う)を 処分 し、 そ

の売却 代金で まかな われ る。結局 、土地 権利者

は、 デ ィベ ロ ッパ ーが好 んで使 う謳 い文 句 にあ

る ように、再 開発 で は、L銭 も現 金 を 出 さず 、

ビル床 のオーナ ー になれ る」わ けで ある。

しか し、 はた して土地 権利者 は、再開 発の受

益者 とい えるのか。先 の事 例で みてみ よ う。

図1一 般的 な再開発 のイ メー ジ

⇒

再 開 発 前

注:武 蔵小 金井駅 南 口第2地 区市街地 再開発の事例(2020年 完成)。

出所:東 京 都小金井 市HPよ り。

再開発後
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図3は 、 その採算構造 を図示 した もので ある。

この地 区で は、 権利床 の割合 は、9%に す ぎな

い。残 り91%の 保留床 は、参加組 合員 である野

村不動 産が取得 す る。 ここで 、参 加組合 とは、

施行 区域 内に土地や 建物の権 利を持 っていない

が、再 開発事 業 に参加 す る ことを認 め られ た組

合員 であ る。 保留床 を取得す る ことで 事業費 を

負担 す る、 その こ とによって 、再開発 組合員 の

資格 を得 るので ある。

野村不動産 は、保留床を原価で取得 し、市場

価格で売却、その差額を開発利益 として取得す

るのである。開発利益をほぼ独占す る格好だ。

権利者 は、従前 資産 に応 じて権利床 を手 にい

れ るが、 建築費 と比べて 、地 価が相 対的 に低 い

ため、権 利床 は 自ず と小 さ くな る。零 細権利者

の場合 は、居住 ない しは生 業 を継続 で きるだ け

の床 を得 るこ とがで きな くな り、不 動産 を持 た

な い借 家人 は、 ただ 出てい くしか ない。実際、

土地所有 者46人 の 内、22人 が、借地 権者40人 の

内9人 が転 出 して いる。借家人33人 の転 出は再

開発 で はめず らし く18人 に止 まって いる(通 常

は8割 程度)が 、 これ まで よ りも数倍高 い家賃

負担 を して、 は じめて残れ るのであ る。

したが って、零細 権利者 に とって、「開発利益 」

は、 フ ィクシ ョンにす ぎない。零 細権 利者 の犠

牲 で、デ ィベ ロ ッパ ー は開発 利益一人 占め とい

うのが、一 般的 な再 開発の構 図で ある。再 開発

は、デ ィベ ロ ッパ ー にとって"手 っ取 り早 い地

上 げ手段"に す ぎないので あ る。

2.容 積率緩和 は第二の補助金

再開 発 を主導 して いるのは、 ほ とん どの場合、

デ ィベ ロ ッパー であ る。 デ ィベ ロ ッパーは、開

発利益 の最大化 をめ ざ し、再開発 を も くろむ。

開発 利益 は、 図3で 説 明 した よ うに、 ビルの

市場価 額 と ビル原価 の差額 で ある。開発利益 を

よ り大 き くす る には、 大 き く二つ の方法が ある。

一つ は、 開発利 益 の一部 に化 ける補助金 を増大

させ るこ とで あ る。 もう一つ は、 容積率の緩和
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出所:筆者作成。

図3市 街地再開発の採算性の構造
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出所:武 蔵小金井駅 南 日第2地 区の 事例 に即 して筆 者作成。

で ある。容積率 を緩和す れば、 ビル床の地価負

担額 が小 さ くな り、 それ だけ、 ビル市場価額 と

ビル原 価の差額が大 きくな る。あわせて、容積

率緩 和に よって、 ビル床 面積 も増 えるか ら、 さ

らに開発利益総額 は増大す ることにな るか らで

あ る。



補助金 は、通 常、補助対象額(全 事業費で は

ない)に 対 し、3分 の2で あるが、2014年 、都

市再生法 の改正 で、都市 のコンパ ク ト化 をめざ

す、立地 適正化 計画制度が創設 され、補助率 の

引 き上 げがな された。す なわち、 同計画が策定

されて いる場合 に は、補助金 の上積 みが認 め ら

れ、90%の 補助 がな され るよ うにな ったので あ

る。 さ らに最近 では、 これ まで の補助 金制度 が、

都市構造再編集 中支援事業(2020年 度創設)に

再編 され 、補助率 は、 さらに引 き上 げられ るこ

とになった。立地適 正化計画 を策定 して いれ ば、

100%の 補助 率が適 用 され る ようにな ったので

あ る。

しか し、 この補助金以上に、強力な再開発支

援になっているのは、容積率の緩和である。都

市再生の下で、都市再生特区をはじめとする特

定規制緩和制度によって、大幅な容積率の緩和

が認められるようになった。都市環境への貢献

を口実に、都市計画で定められた容積率の2～

3倍 といった容積率の引き上げがなされるので

ある。

ただ し、容積率 の緩和は、地価 の高 い地 域で

は、効果が大 きいが、地 価が低 い、大都 市郊外

や 地方都 市中心部 では、効果が小 さい。地 価が

低い場合 には、容積率 を引 き上 げて も、床 面積

あた りの地価負担 引 き下 げ効果 は小 さいか らで

あ る。それ に、不動産 市場が狭隆 なた め、容積

率 緩和 によって ボ リュームが増 した保留床 を処

分す るの は、大 きな困難 を伴 うことになる。そ

こで、 この リス クを軽減 させ、再開発 を促進 す

るため にとられて いるのが、公共団体 に よる、

保 留床の購入で ある。 しか も、割高 に購入 す る

ケース も目立つ よ うになってい る。 いわゆる、

「官製再開発」 の横行で あ るが、地価水準 の低

い地域 、地方で、無理や り再 開発 を実施 しよう

とした ことか ら くる、必然 的結果 とい える。

この ほか、近年、顕著 な再 開発問題 と して 目

立つ のは、その無法ぶ りで あ る。
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3.公 共性 なき再開発

最近、人 口減少 ・高齢化 とい う構 造 的な不動

産 市場 の低 迷 に加 え、 コロナ禍や ウク ライナ ・

ガザ 侵攻等 に伴 う経 済の低迷 、建設 費の増 大等

に よ り、採 算性が厳 し く求 め られ る再開 発は、

大 きな行 き詰 ま りを見せて いる。 そ して、 こう

した困難 な環境 の中で、再 開発 を立 ち上 げ、進

め ようとす れ ば自ず と無理 が生 じる ことにな る。

自治 体の支援 策 も、 過剰 に走 りかね な い ことに

なる。

た とえば、晴海選手 村再 開発 はわ か りやす い

例 で あ る。 この 再 開発 で は、都 有 地13.4haが

㎡単価10万 円、市場価格 の1/10で 、 デ ィベ ロ

ッパ ーグル ープ に払 い下 げられ た。 この不 当な

都有地 処分 を議会や都民 の 目か ら隠す ため に、

土地所 有者、 施行者、認 可権者 の三者 がすべ て

東京都 とい う、異常 な再 開発が仕 組 まれた ので

ある。 また デ ィベ ロ ッパ ーの過大 な容積 率緩和

の要求 に応 えるため、住民 を裏切 り、 それ まで

の地域 の都市計 画的秩序 を強引 に崩 してい くこ

と も頻発 す る ようになってい る。

た とえば、練 馬区石神井駅 前 の再 開発 で は、

住民参加 で作成 した地 区計 画の高 さ規制 が変更

され た。 地 区計 画 で は、 最 高35mに 規 制 され

て いたが、100mの ビル を建 て な い と採 算 が と

れな い とい う開発 企業の要 求 に したが って、練

馬 区は、地 区計画 に、 「た だ し、 高度 利 用地 区

また は総 合設計 に よる建築物 は高 さ規 制 を適 用

しな い」 旨を書 き込 んだ のであ る。 この一 文で、

地 域の環境 を守 りたい とい う住民 の願 い は、踏

み潰 され たわ けで あ る。

もう一つ 、最近、 注 目され るの は、 再 開発 の

対 象 にはな りえなか った よ うな地域 で、再 開発

が 目論 まれ るようにな った点 であ る。 た とえば、

区画整理や再 開発です で に整備 され た地域 を対

象 に した、 いわ ゆる再 々開発 であ る。 公共施 設

も整 備 され 、土地 の高 度利用 もな され て いるわ

けであ るか ら、 さらに再 開発 をお こな うとい う
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図4明 治神 宮外 苑再開発 の完成 イ メー ジ

注:図 に は、 「100年 の 歴 史 を継 承 し、ス ポ ー ツ と緑 を楽 しめ る 空 間 へ 」と い う キ ャ ッチ コ ピー が 書 き込 まれ て い る。

出所:一三井不動産のHPよ り。

の は、都市再 開発法 の 目的 に背 くこ とは明 らか

で あ る。

直近 の事例 と して、大 きな注 目を浴 びて い る

神 宮外苑再 開発(図4)が あ げられ る。 これは、

都 市計画 公園 を対 象に した前 代未 聞の再開発で

あ る。公 園 と して都 市計画決 定 され ている とこ

ろを再 開発す る とい うの は、法的 に も相当、無

理 が あ り、それ を突 破す るため に違 法 ・脱 法が

重 ね られて いるかにみ える。

た とえば、公 園の一角 に超高層 ビル を建設で

きるよ うにす るため に、 東京都 は、公園 まちづ

くりとい う都独 自の制度 を創設 した。 これ によ

り、公 園の一部 を都市計 画公 園区域か ら除外で

きる よ うに したの で あ る(図5)。 さ らに、除

外 区域 で、1,000%を 超 える超 高層 ビルの建設

を可 能 にす るため、 「再 開 発等 促進 区 を定 め る

地 区計 画」 とい う異次元 の都市計 画規制緩和制

度 を都市計 画公園全体 にか けた。再開発等促進

区 とい うのは、バ ブルの絶 頂期 の1987年 に、工

場跡 地 な どをマ ンシ ョンや オフ ィス用地 に転換

図5東 京都 公園 まちづ くり制度 による明治神宮外 宛の公

園除外 区域

出所:筆者作成。

す るため に創設 された もので あ る。 「一ヒ地 の高
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図6

2015年:東 京都 と6関 係

権 利者合意

神宮外苑再開発にみる住民参加の形骸化

2018年:東 京都作成
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畢
2023年:都 知事認可

出所:筆 者作成 。

度利用 」を 目指す もので あ り、 これを公園機能

の整備 を 目的 とした都市計画公園にかけ ること

は、明 らかに同制 度の創設趣 旨に反す るもので

あ り、違法 な適用 とい える。

さ らに、神宮外 苑再開発は、都市再 開発法 に

もとつ く、市街地再 開発であ るが、都 市計 画決

定の手続 きがなされていない。つ ま り、神宮外

苑再開発 は、公共性 を 目的 とした都市計 画事業

で はな く、営利 を 目的 とした、単なる再 開発事

業 にす ぎな いので あ る。17haと いう、 巨大再

開発、 しか も、 これほ ど、大 きな公共性が求め

られ る再 開発で、意 見書の提 出や公聴会、都市

計画審議会 の審議等 、その公共性 を問 うた めの

都市計画決定手続 きがサ ボタージュされ るの は

許 され ないで あろ う。

当再開発 は、都市計 画決定 の手続 きを経ず、

い きな り、都知事 に よ り、事業認可 されたわ け

であ るが、 どう見 て も、施行認可 の条件 を満た

してい るとはいえない。 た とえば、施行地 区の

要 件 の一つ、 「当該 区域 内 に十 分な公共施設 が

ない こと、 当該 区域 内の土地 の利用が細分 され

てい ること等 によ り、 当該 区域 内の土地の利用

状況 が著 し く不健全で あるこ と」 といった条件

を満 た して いるとは到底言 えない。 したが って、

神宮 外苑市街地再開発 の事業認可 は違法であ り、

これを認可 した小池都知事の責任 は大 きい とい

うのが、筆 者の見解で ある。

都市計 画公園 を対象 に、再 開発 を しよう とし

て、無理 に無理を重ねた結果、以上 の ような矛

盾が噴 き出す ことにな ったので ある。

さ らに、 も う一つ、 「東京2020大 会 後 の神宮

外苑地 区の まちづ くり指針」 につ いてふれてお

こう。 これ は、 なかなか気付かれ ないが、住民

参加 を形骸化す る大 きな破壊力 を もってい るか

らで ある。本指針 は、神宮外苑再 開発 を適切 に

誘導 し、事業者 か ら提案 された計画 を審査 す る

ための基準 としての役割 を担 う もの とされてい

る。 しか し、 この指 針がつ くられた のは2018年

であ るが、事業者 に よる開発構想 は、す でに、

2015年 に策定 され、 合意 され て いた(図6)。

指針 は、それ をなぞ らえたにす ぎず、一部、 文

言 まで同 じで ある。 これでは、事業者の計画 を

追 認す ることにな り、 む しろ、お墨付 きをあた

えるため に作成 され たので はないか と疑われ る。

ここで紹介 しきれ なか った問題は山 ほどある

し、 これか ら も次 々明るみに出て くるに違 いな

い。注意すべ きは、 これ は、神 宮外 苑再開発 に

とどまる問題で はな く、都市再生 の普 遍的問題

として とらえな けれ ばな らない とい う点であ る。

神宮 外苑再開発 は、都市再生下 にお け る再開発

問題 の縮 図なのであ る。

(いわみ りょうた ろう 埼玉大学名誉 教授)
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